
ご 意 見 へ の 回 答 

 
                   令和８年３月１４日 

                        図 書 館 長 

 

【件名】 

軽食スペースについて 

【ご意見】 
     

 

 

 

 

【回答】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当：資料情報ｻｰﾋﾞｽ部長 電話 024-535-3218） 

※ 回答内容は、回答日現在の状況に基づくものです。 

 福島県立図書館へのご要望、ご意見をありがとうございます。 

  

 館内での飲食は、食べこぼしやゴミによる害虫の発生、資料・設備汚損等を防止す

る理由から禁止しておりますが、図書館の資料を長時間ご利用になる方のために、      

軽い食事ができる場所として「軽食スペース」を設置しているものです。 

そのため、「軽食スペース」は資料を設置していない、清掃をしやすい入口付近の 

スペースに限定させていただいていますので、同スペースの拡張は困難です。また、

避難経路と重なるため、目隠しとなる衝立や植物を置くことはできません。 

なお、ご意見を受け、スペースについて一人掛けの席の角度を変えて利用し易くし

ましたので、ご利用ください。 

また、「軽食スペース」については、資料を利用しながら飲食をしない、他の利用者

のために長時間の利用をしない、ゴミは持ち帰る等、ルールを設けています。 

 皆様で譲り合ってご利用ください。 

 

 ご理解のほどお願いいたします。 

   令和８年２月１０日 福島市 ２０代 

  「軽食スペース」がただのイスしかなくて、食べづらいです。目隠しとなる様な

ものを設置してください。あと、軽食スペースがせますぎます。他の人がいる時

も食べづらいです。 


